
 
 
 
 
 
 
支給要件 ■「初診日」が、厚生年金に加入している期間にあること 

■障害の状態が、「障害認定日」または「障害認定日の後で症状が重くなった日」に

おいて障害等級表の１級から３級にあること 

■障害の状態が、初診日から 5 年以内に治っている（症状固定）、かつ、障害厚生年

金を受け取ることができる状態よりも軽度であり障害等級表に該当している場合

は、「障害手当金」となる。 

保険料納付要件 ■次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること 

①初診日の前日において、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料

納付済期間（厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む）と保

険料免除期間を合わせた期間が３分の２以上あること 

②特 例： 

初診日が令和８年３月 31 日までにある場合、初診日の前日において、初診日の

属する月の前々月までの直近１年間に保険料の未納がないこと。ただし、初診日

において 65 歳未満であること 

請求時期 ■障害認定日による請求： 

初診日から１年６か月を過ぎた日（障害認定日）において、障害の状態にあること

が条件。なお、１年６か月以内でも、症状が治った（固定した）場合は、その日が

障害認定日となる。 

■事後重症による請求： 

障害認定日において障害の状態になかった場合でも、その後に症状が悪化して障害

の状態になった時に請求する（65 歳の誕生日の前々日まで）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年金額 

（Ｒ７年度） 
１級 

報酬比例の年金額×1.25（＋配偶者の加給年金額：239,300 円） 

※障害基礎年金にも該当する場合は、障害基礎年金（１級）を合わせて受給 

２級 
報酬比例の年金額（＋配偶者の加給年金額：239,300 円） 

※障害基礎年金にも該当する場合は、障害基礎年金（２級）を合わせて受給 

３級 

報酬比例の年金額 

※最低保障額：623,800（622,000）円 

（ ）は昭和 31 年 4 月 1 日以前生まれの額 

障害手当金 

（一時金） 

報酬比例の年金額×２ 

※最低保障額：1,247,600（1,244,000）円 

（ ）は昭和 31 年 4 月 1 日以前生まれの額 

ただし、国民年金・厚生年金・共済年金の受給者、労働基準法または

労働者災害補償保険法等による障害補償の受給者、船員保険法による

障害を事由とする給付の受給者は受け取ることができない。 

障害の状態（程度） ■１級は、他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害

の状態をいう。 

■２級は、必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、

労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態をいう。 

■３級は、労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必

要とするような状態をいう。 

障害認定基準 ■障害認定に当たっての基本的事項や基準などが定められている。例えば、眼、聴覚、

肢体、呼吸器疾患、心疾患または精神の障害などに係る障害等級認定基準を、障害

の程度ごとに例示している（老齢基礎年金にも適用される）。 

■直近の改正は、令和４年４月に行われた（肢体の障害に関する改正）。なお、改正

により障害等級が上がる可能性がある場合は、額改定請求をすることができる。 
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